
なぜ改正論ではダメなの？

今の憲法を否定してしまったら、それを根拠として構築されているもの、すべてを否定することになってしまうんでしょう？問題ないの？

改正論、破棄論、廃止論

いったい無効ってどういうこと？有効ってどういうこと？意味がわからない。
現に通用してるんだから有効としかいいようがないのじゃないの？

帝國憲法７５条違反って何？

無効理由ってどれだけあるの？

原状回復論って何？

戦争を始められない占領憲法で戦争の終結だけができたってどういうこと？

本日は、たとえば以下のようないろんな疑問！全部解消して帰ってくださいね。

無効論で何が解決できるの？

どれが実現しやすいの？

妥当性とは？実効性とは？合法性とは？正統性とは？
評価規範とは？ 行為規範とは？

無効だとしたら、無効の憲法にもとづいた内閣や国会も無効なのに、なぜその機関によって無効宣言ができるという話になるのですか？

論
理
概
略

歴史観との関係がありますか？

なぜこの論理が必要か

原状回復論

無
効
理
由

講和条約説

戦争の講和

ご来場ありがとうございます。

無効論って？「現在時において無効だ！」という主張なの？それとも「これから無効にしよう」という主張なの？

いろんな憲法是正の手法があるらしいけど？無効論は従来からありましたか？

靖国問題・国防の義務との関係？

皇室典範

どのような手順で憲法を是正するのですか？現状認識とこれから

国体護持

講和大権とは何ですか？

「現行憲法は押し付け憲法だから・・」という議論をどう思いますか？
占領憲法の制定はヘーグ条約に違反するのですか？

ヘーグ条約違反により無効ということになりますか？
「八月革命説」という学説は？

旧無効論とどこがちがうの？

運動論としての新無効論の優位性とは？

現行憲法が成立するまでの問題点は？

占領憲法の制定はＧＨＱの占領政策にとってどのような意味がありましたか？

今までどうして占領憲法の無効性について議論がされなかったのですか？

占領憲法は長年にわたり実施されてきたことから、有効に追認されたと評価できるのではないですか？

無効行為の転換とは？

マスメディアはＧＨＱの占領政策にどのように荷担してきましたか？

新無効論は９条をどのように捉えるのですか？

無効になれば、今までの法律やそれに基づいてなされたことはどうなるのですか？

憲法とはどのようなものをいうのですか？憲法とは

国民主権と国体主権 憲法を超えるものはありますか？
主権とは何ですか？

国体とは何ですか？

現代の憲法学はどのような方向へ向かっているのですか？

昭和天皇が公布されたことを根拠に有効であるとする「承詔必謹」論に対して新無効論はどのように反論するのですか？

占領憲法無効訴訟とは？

昭和４４年の岡山県奈義町議会「大日本帝國憲法復原決議」って？

ポツダム宣言の受諾と降伏文書調印の根拠となった帝國憲法１３条の講和大権は一般の条約大権とその性質においてどのような違いがありますか？
講和大権とはどのような特質をもっているのですか？

占領憲法が憲法としては追認されていないが講和条約としては追認されたとするのはどういうことですか？

国内系と国際系？憲法と条約とではどちらの規範が優位になるのですか？
法段階説ってなに？

降伏条約群のしくみ？後法優位の原則？９条は既に改訂された？

新無効論って、要は帝國憲法現存論なんでしょ？

戦後空間において占領憲法にどんな妥当性と実効性がありましたか？

皇籍復帰

教育勅語の失効排除決議の無効確認？

始源的有効論？後発的有効論？

追認説？法定追認説？ 時効説？

新無効論は手続き論か？本質論か？

国家再生のためのロジック？

定着説？既成事実有効説？無限界説？革命有効説？

無効論によれば国会や内閣で占領憲法の無効確認（決議）をするということですが、占領憲法によって設置された国家機関に自己否定的な行為をする権限が認められるのですか？

「天皇と雖も国体の下にある」とはどういう意味ですか？

占領憲法無効宣言運動はどのようにして展開してゆくのですか？

　第２回『新憲法無効論公開講座』山口大会
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サンフランシスコ講和条約の締結権限はどの憲法規定から発するの？

大日本帝国憲法体制のイレギュラー状態？

錦の御旗けんむの会

とどうちがうの？

教科書や歴史認識問題の根本解決？

との関係？

国法体系の拉致事件？
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先ず、原状回復が当然の道理！
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主権回復後数十年
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拉致状態から脱却した後に、つまり帰国してからいろんな情報を得た被害者がどこで暮らすのがよいかを判断して決める。

拉致状態から脱却した後に、つまり正統憲法秩序内に暮らす日本人の地位を回復してからどんな憲法下で暮らすのがよいか決める。（帝国憲法改正論）
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拉致問題

憲法問題

北朝鮮で暮らしたい

被害者が被害や受益の

区域内に身を置いている間は

真正な意思表示が不可能

と、言っても不可

占領憲法を改正したい

平和憲法を維持したい

と、言っても不可

追認不可能

追認不可能

北朝鮮 北朝鮮
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占領憲法秩序 占領憲法秩序

先ず、原状回復が当然の道理！

被害者が被害や受益の

区域内に身を置いている間は

真正な意思表示が不可能


